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要
旨

近
世
大
坂
に
は
諸
藩
の
蔵
屋
敷
が
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
江
戸
の
大
名
屋
敷
と
は
異
な
っ
て
、
各
藩
の
必
要
性
に
応
じ
て
設
置
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
個
別
の
事
情
に
応
じ
て
、
設
置
・
廃
止
、
あ
る
い
は
移
転
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
特
長
で
あ
る
。
幕
府
領
で
あ
る
大
坂
に
諸
藩
が
土
地
を

所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
蔵
屋
敷
、
名
代
と
い
う
町
人
名
義
の
屋
敷
を
借
り
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
が
、
実
質
は
藩
が
所
有
し
て

お
り
、
売
買
や
質
入
れ
な
ど
で
所
有
者
が
表
面
化
す
る
時
に
は
名
代
を
介
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
名
目
だ
け
で
は
な
く
、
実
質
の
部
分
で

も
蔵
屋
敷
を
「
借
り
る
」
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
で
、
蔵
屋
敷
の
設
置
や
移
動
が
容
易
に
な
っ
た
側
面
が
あ
り
、
そ

の
こ
と
が
幕
藩
制
下
に
お
け
る
商
業
・
流
通
都
市
と
し
て
の
大
坂
の
活
性
化
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
時
代
の
大
坂
に
は
、
最
大
で
一
三
〇
を
越
え
る
蔵
屋
敷
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ

れ
ら
は
時
期
に
よ
っ
て
増
減
が
あ
り
、
か
つ
屋
敷
の
移
動
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。
筆

者
は
か
つ
て
、
こ
の
課
題
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
［
豆
谷
浩
之
二
〇

〇
一
］、
本
稿
は
そ
の
問
題
に
新
た
な
論
点
を
加
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
た
だ

し
、
本
稿
で
取
り
扱
う
史
料
は
、『
難
波
丸
』に
代
表
さ
れ
る
大
坂
案
内
記
が
中
心
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
抽
出
で
き
た
状
況
証
拠
を
も
と
に
仮
説
を
提
示
す
る
ま
で
が
本
稿
の
課

題
で
あ
る
。
そ
れ
を
検
証
す
る
た
め
に
は
個
別
事
例
に
即
し
た
実
証
が
必
要
で
あ
る

が
、
そ
の
点
は
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一
．
蔵
屋
敷
の
設
置
と
廃
止
の
契
機

軍
役
に
伴
い
義
務
と
し
て
設
け
ら
れ
た
江
戸
屋
敷
と
は
異
な
り
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
は

個
々
の
藩
が
要
不
要
を
判
断
し
て
設
け
ら
れ
た
。
前
稿
［
豆
谷
二
〇
〇
一
］
で
も
若
干

の
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
新
た
な
事
例
を
含
め
て
、
あ
ら
た
め
て
見
て
お
き
た
い
。

西
国
の
多
く
の
藩
が
大
坂
に
蔵
屋
敷
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
東
国
の
藩
は
大

坂
の
蔵
屋
敷
を
置
か
な
い
も
の
も
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）

版
『
難
波
丸
綱
目
』
で
は
、
当
時
存
在
し
た
二
六
二
藩
（
万
石
以
上
、
支
藩
を
含
む
）

の
う
ち
蔵
屋
敷
の
記
載
が
あ
る
の
は
、
東
北
三
（
二
七
の
う
ち
）、
関
東
六
（
四
八
の
う
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ち
）、
甲
信
〇
（
一
〇
の
う
ち
）、
東
海
五
（
三
三
の
う
ち
）、
北
陸
三
（
二
〇
の
う
ち
）、

近
畿
五
（
四
〇
の
う
ち
）、
中
国
（
播
磨
含
む
）
二
二
（
三
五
の
う
ち
）、
四
国
十
二
（
十

四
の
う
ち
）、
九
州
三
二
（
三
五
の
う
ち
）
と
な
っ
て
い
る
。
東
北
・
関
東
な
ど
東
国
の

蔵
屋
敷
が
少
な
い
の
は
さ
て
お
き
、
近
畿
の
藩
が
少
な
い
の
は
い
さ
さ
か
意
外
か
も
し

れ
な
い
が
、
近
畿
の
場
合
は
中
小
の
藩
が
多
く
、
か
つ
大
坂
が
近
い
が
ゆ
え
に
、
わ
ざ

わ
ざ
蔵
屋
敷
を
置
く
ま
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
考
え
ら
れ
る（
注
一
）。

大
坂
に
蔵
屋
敷
を
置
か
な
い
場
合
で
も
、
大
坂
に
な
に
が
し
か
の
拠
点
を
持
つ
必
要

が
あ
っ
た
場
合
に
は
「
用
聞
」
と
い
う
町
人
を
頼
っ
て
い
た
。

大
坂
に
蔵
屋
敷
を
置
い
た
東
国
の
藩
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
見
て
お
く
こ

と
に
す
る
。

（
1
）
早
く
か
ら
大
坂
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
藩

延
享
五
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
に
蔵
屋
敷
の
記
載
が
あ
る
東
北
の
藩
は
、
陸
奥
・
弘

前
藩
（
津
軽
氏
）、
出
羽
・
秋
田
藩
（
佐
竹
氏
）、
陸
奥
・
棚
倉
藩
（
松
平
氏
）
の
三
件

で
あ
る
。

弘
前
藩
の
初
代
と
さ
れ
る
津
軽
為
信
は
、
主
家
の
南
部
氏
か
ら
の
独
立
を
画
策
し
て

豊
臣
秀
吉
に
接
近
し
た
と
さ
れ
る
。
秀
吉
在
世
中
の
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
に
、
京

都
釜
座
、
大
坂
天
満
、
敦
賀
に
屋
敷
を
置
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
出
典
の『
工
藤
家
記
』

（『
新
修
大
阪
市
史
』
史
料
編
）
は
、
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
の
編
纂
物
と
の
こ
と
な

の
で
、
か
な
り
後
年
の
二
次
史
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
津
軽
氏
が
早
い
時
期
か
ら

大
坂
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
弘
前
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷
は
、

元
禄
年
間
の
史
料
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
時
期
的
に
見
て
お
そ
ら
く
北
前
船
の

航
路
が
整
備
さ
れ
て
、
安
定
的
に
物
資
の
輸
送
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
て
の
措

置
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

秋
田
藩
主
の
佐
竹
氏
も
、
豊
臣
秀
吉
が
関
東
に
進
出
し
た
頃
か
ら
従
っ
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
お
り
、
豊
臣
期
の
大
坂
を
は
じ
め
、
聚
楽
第
、
伏
見
城
下
に
も
屋
敷
を
構

え
て
い
た
こ
と
が
家
紋
瓦
の
出
土
な
ど
に
よ
り
判
明
し
て
い
る
。
秋
田
藩
の
大
坂
蔵
屋

敷
が
確
認
で
き
る
の
は
、
現
在
知
る
こ
と
の
で
き
る
限
り
で
は
延
享
五
年
版
『
難
波
丸

綱
目
』
が
初
見
で
あ
る
。
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
版
『
難
波
丸
』
で
は
用
聞
の
記
載

が
あ
り
、
蔵
屋
敷
を
置
か
ず
に
用
聞
を
通
し
て
大
坂
と
の
関
係
を
確
保
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。

東
北
の
大
藩
で
も
、
仙
台
藩
（
伊
達
氏
）
が
大
坂
蔵
屋
敷
を
置
く
の
は
。
後
述
す
る

よ
う
に
一
八
世
紀
後
半
の
こ
と
で
、
日
本
海
側
の
藩
と
太
平
洋
側
の
藩
と
で
事
情
が
異

な
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
陸
奥
・
棚
倉
藩
に
つ
い
て
は
次
項
で
扱
う
。

（
2
）
大
坂
周
辺
に
所
領
を
も
っ
て
い
た
藩

主
と
し
て
譜
代
大
名
で
、
本
領
の
他
に
大
坂
周
辺
に
飛
び
地
の
領
地
を
も
っ
て
い
た

場
合
が
あ
る
。
大
坂
城
代
を
勤
め
て
役
知
と
し
て
与
え
ら
れ
た
場
合
や
、
本
領
で
の
加

増
が
難
し
く
畿
内
の
幕
府
領
か
ら
領
地
を
割
い
た
場
合
な
ど
が
あ
る
。

延
享
五
年
に
蔵
屋
敷
の
あ
っ
た
東
北
の
藩
の
う
ち
、
陸
奥
・
棚
倉
藩
は
、
他
の
二
藩

と
は
異
な
っ
て
領
地
が
内
陸
部
に
あ
り
、
必
ず
し
も
大
坂
と
の
交
通
が
便
利
で
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。

藩
主
の
越
智
松
平
氏
は
、
徳
川
六
代
将
軍
・
徳
川
家
宣
の
弟
で
あ
っ
た
松
平
清
武
を

初
代
と
す
る
親
藩
で
あ
る
。
松
平
氏
は
、
は
じ
め
上
野
・
館
林
を
領
地
と
し
て
い
た
が
、

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
に
加
増
さ
れ
た
際
に
、
播
磨
国
内
に
も
飛
び
地
の
領
地
を
得

た
。
享
保
十
三
年（
一
七
二
八
）に
陸
奥
・
棚
倉
に
転
封
と
な
っ
た
が
、
延
享
三
年
（
一

七
四
六
）
に
当
時
の
藩
主
で
あ
っ
た
松
平
武
元
が
寺
社
奉
行
兼
奏
者
番
か
ら
西
ノ
丸
老

中
に
上
が
っ
た
こ
と
に
連
動
し
て
、
旧
領
の
館
林
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
『
難
波
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丸
網
目
』
の
記
事
は
こ
の
転
封
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
古
い
情
報
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
間
、
多
少
の
加
増
が
あ
っ
た
が
、
播
磨
国
内
の
領
地
は
保
有
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
っ
た
。
大
坂
蔵
屋
敷
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
飛
び
地
の
年
貢
収
納
に
関
わ
っ
て
置
か
れ

て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
越
智
松
平
氏
は
、
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
石
見
・
浜
田
に
転
封
と
な

り
、
東
国
大
名
か
ら
西
国
大
名
に
立
ち
位
置
を
変
え
て
い
る
。

次
に
、
す
で
に
別
稿
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が［
豆
谷
二
〇
一
四
］、
常
陸
・
土

浦
藩
の
事
例
を
見
る
。

土
浦
藩
は
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
か
ら
同
四
年
に
か
け
て
、
藩
主
土
屋
政
直
が
大

坂
城
代
、
京
都
所
司
代
を
歴
任
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
畿
内
に
領
地
を
加
増
さ
れ
た
。

こ
の
領
地
は
、
多
少
の
移
動
を
伴
い
な
が
ら
、
基
本
的
に
幕
末
ま
で
継
承
さ
れ
る
。
元

禄
九
年
版
『
難
波
丸
』
で
は
、
蔵
屋
敷
の
記
述
は
な
く
、
用
聞
と
し
て
「
南
瓦
屋
町 

伏

見
屋
四
郎
兵
衛
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
元
禄
一
六
年
（
一
七
〇
三
）
版
『
公

私
要
覧
』で
は
、
南
瓦
屋
町
に
蔵
屋
敷
の
所
在
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
に
従
え
ば
、

元
禄
一
〇
年
代
の
前
半
ご
ろ
に
土
浦
藩
の
蔵
屋
敷
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
南
瓦

屋
町
の
蔵
屋
敷
は
幕
末
ま
で
維
持
さ
れ
る
が
、
延
享
五
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
以
後
の

文
献
で
は
、「
南
瓦
屋
町 

寺
嶋
孫
左
衛
門
」
が
代
々
蔵
屋
敷
の
名
代
を
勤
め
て
い
る
。

南
瓦
屋
町
の
寺
島
氏
と
い
え
ば
、
御
用
瓦
師
と
し
て
大
坂
城
へ
の
出
入
り
を
許
可
さ

れ
た
特
権
町
人
で
あ
る
。「
寺
嶋
孫
左
衛
門
」が
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
の
か
は
確
定

で
き
て
い
な
い
が
、
寺
島
氏
の
一
族
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
南
瓦
屋
町
と

い
う
立
地
は
、
蔵
屋
敷
の
一
般
的
な
分
布
か
ら
見
れ
ば
い
さ
さ
か
特
殊
な
位
置
関
係
に

な
る
が
、寺
島
氏
と
の
関
係
で
こ
の
場
所
が
提
供
さ
れ
た
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す
い
。

も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
、
下
総
・
古
河
藩
、
土
井
氏
の
大
坂
蔵
屋
敷
を
取
り
上
げ

る
。

藩
主
の
土
井
氏
は
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
に
肥
前
・
唐
津
か
ら
下
総
・
古
河

に
領
地
が
移
さ
れ
た
。
唐
津
を
所
領
と
し
て
い
た
時
期
の
蔵
屋
敷
は
堂
島
新
地
に
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
古
河
へ
の
転
封
に
合
わ
せ
て
、
平
野
郷
町
を
領
地
に
加
え
て
い
る
。
古

河
藩
で
は
、
こ
れ
に
合
わ
せ
て
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
平
野
に
陣
屋
を
設
け
て
い

る
。一

方
で
大
坂
の
蔵
屋
敷
は
、
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
版
『
難
波
丸
綱
目
』
の
記
事

に
よ
れ
ば
、
天
満
の
「
魚
屋
町
」
に
移
っ
て
い
る
。「
魚
屋
町
」
は
、
現
在
の
南
森
町
付

近
に
あ
た
る
。
天
満
天
神
社
に
近
い
繁
華
な
場
所
で
あ
る
が
、川
筋
か
ら
離
れ
て
お
り
、

広
い
土
地
の
確
保
も
困
難
と
思
わ
れ
る
た
め
、
蔵
屋
敷
の
立
地
と
し
て
は
必
ず
し
も
適

切
と
は
言
え
な
い
。
同
じ
こ
ろ
に
平
野
陣
屋
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
大
坂

蔵
屋
敷
の
存
在
意
義
が
低
下
し
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
平
野

郷
町
は
、
中
世
末
に
は
自
治
都
市
と
し
て
知
ら
れ
た
町
場
で
あ
り
、
近
世
に
お
い
て
は

木
綿
の
集
散
を
中
心
と
し
た
在
郷
町
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
年
貢
の
収
納
ば
か
り
で
は

な
く
、
商
取
引
に
関
係
し
た
事
務
手
続
き
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
需
要
が
あ
り
、
現
地
に
陣

屋
を
設
け
て
直
接
管
理
す
る
体
制
を
選
択
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
畿
内

の
小
藩
と
同
じ
よ
う
な
統
治
形
態
を
採
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
新
た
に
大
坂
と
の
関
係
が
深
ま
っ
た
場
合

近
世
も
後
半
に
な
る
と
、
全
国
的
な
流
通
圏
の
拡
大
な
ど
、
新
た
な
状
況
が
見
ら
れ

る
よ
う
な
る
。

仙
台
藩
・
伊
達
氏
は
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
に
大
坂
へ
の
米
の
回
送
を
開
始
し

た（『
摂
陽
奇
観
』）。
そ
れ
以
前
は
、
奥
州
の
米
は
江
戸
へ
輸
送
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
新

た
に
一
万
石
を
大
坂
に
送
る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
、
そ
う
し
た
場
合
に
不
具
合

が
な
い
か
ど
う
か
幕
府
か
ら
大
坂
町
中
に
打
診
が
あ
り
、
町
中
か
ら
不
都
合
な
き
旨
の
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書
付
を
取
る
と
い
う
念
の
入
れ
よ
う
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

仙
台
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷
は
、
安
永
六
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、

遅
く
と
も
天
明
年
間
（
一
七
八
〇
年
代
）
ご
ろ
に
は
設
置
さ
れ
て
い
た
。
上
記
の
大
坂

回
米
の
開
始
に
連
動
す
る
措
置
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
蔵
屋
敷
の
場
所
は
中
之
島
東
端
の

成
羽
藩
・
山
崎
氏
屋
敷
の
西
隣
辺
に
あ
っ
た
。
こ
の
付
近
は
中
之
島
の
南
北
幅
が
狭
く
、

大
き
な
敷
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
。
仙
台
藩
は
表
高
六
十
二
万

石
、
実
高
は
四
百
万
石
と
も
言
わ
れ
た
（『
摂
陽
奇
観
』）
大
藩
で
あ
る
が
、
回
米
高
が

一
万
石
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
地
の
規
模
で
も
用
を
足
す
に
十
分
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

大
名
で
は
な
い
が
、
出
羽
・
矢
島
藩
、
生
駒
氏
（
八
千
石
）
の
蔵
屋
敷
が
、
十
八
世

紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
中
之
島
の
西
端
付
近
に
あ
っ
た
。
矢
島
藩
領

は
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
と
天
明
年
間
（
一
七
八
〇
年
代
）
の
二
度
に
わ
た
っ
て

大
飢
饉
に
遭
遇
し
て
い
る
。
大
坂
蔵
屋
敷
の
設
置
は
こ
の
時
期
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
矢
島
藩
で
は
、
藩
財
政
の
困
窮
の
た
め
、

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
和
泉
国
の
廻
船
商
で
あ
っ
た
食
野
家
か
ら
借
財
を
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
生
駒
氏
は
大
和
国
の
出
身
と
さ
れ
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
に

仕
え
た
の
ち
、
讃
岐
一
国
の
領
主
と
な
っ
た
が
、
寛
永
年
間
に
生
じ
た
御
家
騒
動
の
結

果
、
大
幅
減
封
と
な
っ
て
矢
島
に
移
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を
持
つ
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
大

坂
に
関
係
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
宝
暦
年
間
の
借
財
が
大
き

な
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
以
上
の
よ
う
な
経
過
を
考
え
れ
ば
、
大
坂
蔵
屋
敷

の
設
置
は
、
藩
財
政
立
て
直
し
の
た
め
に
回
米
を
強
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
。こ

の
蔵
屋
敷
跡
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
遺
跡
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

所
見
に
よ
れ
ば
、
蔵
屋
敷
の
建
設
年
代
は
十
八
世
紀
後
半
と
考
え
ら
れ
る
［
吉
田
悠

歩
・
市
川
創
二
〇
一
四
］。
上
記
の
経
過
か
ら
み
れ
ば
、
矢
島
藩
の
蔵
屋
敷
と
し
て
建
設

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
矢
島
藩
蔵
屋
敷
は

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
に
売
却
さ
れ
て
い
る
。
藩
財
政
の
再
建
に
一
定
の
目
処
が
つ

い
た
の
か
、
あ
る
い
は
方
針
転
換
を
迫
ら
れ
た
の
か
、
何
ら
か
の
事
情
の
変
化
が
あ
っ

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
飢
饉
下
の
領
国
経
営
と
藩
財
政
の
再

建
策
が
ど
の
よ
う
な
実
態
で
あ
っ
た
の
か
、
本
稿
で
は
立
ち
入
る
だ
け
の
史
料
を
得
て

い
な
い
が
、
そ
う
し
た
歴
史
の
一
端
を
反
映
し
た
事
例
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
は
、
設
置
者
で
あ
る
藩
の
置
か
れ
て
い
た
事
情
に

よ
っ
て
設
置
・
廃
止
が
行
わ
れ
、
必
要
と
さ
れ
る
機
能
・
規
模
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て

い
た
。
近
世
社
会
が
あ
る
程
度
安
定
し
た
段
階
以
後
、
西
国
諸
藩
、
特
に
外
様
の
大
藩

に
お
い
て
は
転
封
の
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
た
。
大
坂
の
蔵
屋
敷
に
つ
い

て
も
、
安
定
的
に
物
流
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
に
対
し
て
、
東
国
諸
藩
や
転
封
の
可
能
性
が
高
い
譜
代
大
名
に
お
い
て
は
、
大
坂
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
は
、
そ
の
時
の
状
況
次
第
で
大
き
く
変
動
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
蔵
屋
敷
を
置
く
か
置
か
な
い
か
と
い
っ
た
判
断
、
あ
る
い
は
取
得
や
売
却
と
い

っ
た
な
か
に
、
そ
う
し
た
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
．
蔵
屋
敷
と
名
代

江
戸
時
代
の
大
坂
は
幕
府
領
で
あ
っ
た
か
ら
、
諸
藩
は
土
地
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
た
め
大
坂
の
蔵
屋
敷
に
は
、
名
義
上
の
所
有
者
で
あ
る
町
人
「
名
代
」

が
い
た
。

近
世
の
大
坂
案
内
記
に
は
、
例
外
な
く
蔵
屋
敷
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
関
心

の
高
い
情
報
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
例
と
し
て
延
享
五
年
版
『
難
波
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丸
綱
目
』
の
広
島
藩
蔵
屋
敷
の
個
所
で
は
、
藩
主
名
、
領
地
と
石
高
、
蔵
屋
敷
の
場
所

（
掛
屋
敷
を
含
む
）、
留
守
居
・
名
代
・
蔵
元
・
銀
掛
屋
の
人
名
、
搬
入
さ
れ
る
米
の
石

高
お
よ
び
米
俵
の
詳
細
、
藩
主
の
家
紋
と
船
印
、
と
い
っ
た
情
報
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

留
守
居
は
藩
か
ら
派
遣
さ
れ
た
蔵
屋
敷
の
責
任
者
で
武
士
身
分
、
名
代
・
蔵
元
・
銀
掛

屋
は
町
人
身
分
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
広
島
藩
蔵
屋
敷
で
は
、
名
代
は
菅
原
町
の
江
川

庄
左
衛
門
、
蔵
元
は
今
橋
二
丁
目
の
鴻
池
屋
善
右
衛
門
で
銀
掛
屋
を
兼
ね
て
い
る
。

広
島
藩
蔵
屋
敷
の
名
代
の
江
川
庄
左
衛
門
は
、
も
と
堺
の
住
人
で
、
慶
長
年
間
に
大

坂
へ
移
り
、
大
坂
の
陣
後
に
松
平
忠
明
の
も
と
で
地
子
や
町
割
の
御
用
を
勤
め
、
以
来

代
々
北
組
惣
年
寄
を
勤
め
て
き
た（
注
二
）。
広
島
藩
の
ほ
か
土
佐
堀
に
あ
っ
た
薩
摩
藩
蔵

屋
敷
の
名
代
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
延
享
五
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
で

は
、
蔵
屋
敷
の
名
代
と
し
て
北
組
惣
年
寄
の
川
崎
屋
次
左
衛
門（
松
江
藩
・
岡
藩
）、
伊

勢
村
新
右
衛
門
（
高
松
藩
・
人
吉
藩
）、
永
瀬
七
郎
右
衛
門
（
熊
本
藩
・
宇
土
藩
）、
天

満
組
惣
年
寄
の
薩
摩
屋
仁
兵
衛
（
萩
藩
）
ら
、
三
郷
惣
年
寄
の
名
前
が
見
え
る
。

こ
の
う
ち
永
瀬
七
郎
右
衛
門
は
西
横
堀
の
開
発
に
関
わ
っ
た
材
木
商
、
薩
摩
屋
仁
兵

衛
は
薩
摩
堀
の
開
発
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
伊
勢
村
新
右
衛
門
の
先
代
は
、
も
と

高
麗
橋
の
綿
商
人
で
あ
っ
た
が
北
組
惣
年
寄
を
拝
命
す
る
に
あ
た
り
商
売
を
や
め
た
と

い
う
。
三
郷
惣
年
寄
の
町
人
の
多
く
は
、
大
坂
の
開
発
に
関
わ
っ
て
来
た
由
緒
を
持
つ

町
人
で
あ
り
、
商
人
・
金
融
業
と
い
う
よ
り
も
地
主
と
し
て
蔵
屋
敷
に
関
与
し
て
い
た
、

す
な
わ
ち
「
名
目
」
だ
け
で
は
な
く
、
実
態
と
し
て
も
屋
敷
の
所
有
者
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
人
吉
藩
以
外
は
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
版
『
難
波
雀
』

で
は
別
人
が
名
代
と
な
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
延
享
時
の
名
代
が
そ
の
土
地
の
開
発
に

関
わ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

延
享
五
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
で
は
、
名
代
と
蔵
元
を
兼
ね
た
事
例
が
十
五
例
見
ら

れ
る
。
広
島
藩
蔵
屋
敷
の
名
代
で
あ
る
江
川
庄
左
衛
門
は
、
薩
摩
藩
蔵
屋
敷
で
は
「
名

代
蔵
元
」
の
中
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
同
藩
の
蔵
屋
敷
は
大
坂
に
複
数
置
か
れ
て
い
た

た
め
か
、「
名
代
蔵
元
」は
四
名
挙
が
っ
て
い
る
。
萩
藩
の
名
代
で
あ
っ
た
薩
摩
屋
仁
兵

衛
は
、
薩
摩
藩
で
は
名
代
で
は
な
く
蔵
元
と
し
て
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
蔵
屋
敷
に
関
与
す
る
町
人
の
実
態
は
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
注
意
が
引
か
れ
る
の
が
、
豊
後
日
出
藩
（
木
下
氏
）
の
事
例
で
あ
る
。

大
坂
案
内
記
の
記
載
に
よ
っ
て
、
蔵
屋
敷
の
所
在
地
・
名
代
の
居
所
・
名
代
の
名
を
整

理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）

土
佐
堀
西
端 

（
名
代
の
記
載
な
し
）

元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）

土
佐
堀
端 

（
名
代
の
居
所
無
し
） 

日
出
屋
徳
兵
衛

延
享
五
年
（
一
七
四
八
）

土
佐
堀
二
丁
目
土
佐
堀
二
丁
目 

日
出
屋
嘉
七
郎

安
永
六
年
（
一
七
七
七
）

堂
島
裏
町 

土
佐
堀
二
丁
目 

日
出
屋
徳
左
衛
門

文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
西
信
町 

屋
敷
内 

日
出
屋
嘉
七
郎

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）

西
信
町 

同
所 

日
出
屋
将
右
衛
門

以
上
の
通
り
、
日
出
藩
の
大
坂
蔵
屋
敷
は
、
土
佐
堀
→
堂
島
裏
町
→
西
信
町
（
中
之

島
）
と
、
少
な
く
と
も
二
度
の
移
転
を
行
っ
て
い
る
。
安
永
六
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』

で
は
、
土
佐
堀
屋
敷
に
該
当
す
る
個
所
に
「
豊
後
日
出
明
屋
敷
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て

い
る
の
で
、
移
転
し
て
さ
ほ
ど
時
間
が
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
ず

目
に
つ
く
の
は
、
名
代
が
全
て
「
日
出
屋
」
の
屋
号
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
藩
名
を
冠

し
た
屋
号
は
、
藩
の
御
用
を
勤
め
る
町
人
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
時
期
に
よ

り
名
前
は
異
な
る
が
、
同
じ
家
筋
と
考
え
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て「
日
出
屋
」

の
居
所
は
、
蔵
屋
敷
の
移
転
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
移
動
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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①
日
出
屋
は
市
中
の
複
数
個
所
に
屋
敷
地
を
所
有
し
て
お
り
、
日
出
藩
蔵
屋
敷
は
そ

の
中
で
移
転
先
を
確
保
し
た
。

②
日
出
藩
の
要
請
に
応
じ
て
日
出
屋
が
屋
敷
地
の
買
収
に
あ
た
り
、
移
転
が
決
ま
る

と
そ
れ
に
合
わ
せ
て
自
身
の
居
所
も
移
し
た
。

①
で
は
、
日
出
屋
自
体
の
居
所
が
移
動
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
②

で
あ
れ
ば
、「
日
出
屋
」
は
日
出
藩
御
用
を
勤
め
る
た
め
だ
け
に
存
在
す
る
と
も
言
え

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、他
に
は
見
ら
れ
な
い
特
異
な
事
例
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
が
、

蔵
屋
敷
と
名
代
の
関
係
を
考
え
る
上
で
は
極
め
て
興
味
深
い
事
例
で
あ
り
、
関
係
資
料

の
捜
索
を
は
じ
め
と
し
て
個
別
研
究
を
深
め
る
意
義
の
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
坂
蔵
屋
敷
の
中
で
、
津
藩
と
松
山
藩
は
幕
府
か
ら
の
拝
領
屋
敷
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
大
正
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
阪
市
史
』
で
は
津
藩
藤
堂
氏
と
伊

予
松
山
藩
松
平
（
久
松
）
氏
が
こ
れ
に
当
た
る
と
す
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
小
堀
氏

の
大
坂
屋
敷
が
拝
領
屋
敷
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
［
植
松
清
志
・
谷

直
樹
二
〇
〇
〇
］。
藤
堂
氏
、
小
堀
氏
は
と
も
に
、
徳
川
氏
に
よ
る
大
坂
城
再
築
工
事
の

指
揮
を
執
る
に
あ
た
っ
て
大
坂
屋
敷
を
拝
領
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
小
堀
氏
は
近

世
初
頭
に
お
い
て
備
中
松
山
を
領
し
て
い
た
の
で
、
拝
領
屋
敷
と
さ
れ
て
い
る
伊
予
松

山
藩
は
備
中
松
山
藩
の
誤
り
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
伊
予
松
山
藩
屋
敷
に
つ
い
て

は
、
根
拠
と
な
る
記
録
が
見
い
だ
せ
て
い
な
い
た
め
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

津
藩
・
藤
堂
氏
の
大
坂
屋
敷
は
天
満
川
崎
に
あ
り
広
大
な
面
積
を
誇
っ
た
が
、
津
か

ら
大
坂
へ
の
回
米
は
交
通
の
利
便
が
悪
く
、
延
享
五
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
で
は
留
守

居
と
名
代
が
記
さ
れ
る
だ
け
で
蔵
元
・
掛
屋
等
の
記
載
が
な
い
の
で
、
年
貢
の
販
売
拠

点
と
し
て
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
天
満

木
幡
町
に
あ
っ
た
小
堀
氏
の
大
坂
屋
敷
は
、
十
七
世
紀
中
ご
ろ
の
正
保
年
間
頃
ま
で
は

蔵
屋
敷
と
し
て
機
能
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
活
用
さ
れ
な
く
な
り
、
廃
止
・
売
却
が
画

策
さ
れ
て
い
る
［
植
松
・
谷
二
〇
〇
〇
］。
同
じ
く
延
享
五
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
で

は
、
留
守
居
も
置
か
れ
ず
名
代
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。

両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
拝
領
屋
敷
と
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
名
代
は
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
拝
領
屋
敷
と
い
え
ど
も
幕
府
領
の
中
に
大
名
が
土

地
を
所
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。

次
に
蔵
屋
敷
の
売
買
に
関
わ
っ
て
、
具
体
的
に
名
代
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
か
を
示
す
史
料
を
紹
介
す
る
。

大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
所
蔵
資
料
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
売
買
証
文
が
あ
る

［
大
阪
商
業
大
学
商
業
史
博
物
館
二
〇
〇
二
］。

①

証
文
之
事

庄
村
新
四
郎
町
御
預
ケ
地
面
ニ
有
之
候
生
駒
大
内
蔵
様
蔵
屋
鋪
名

代
淡
路
屋
藤
兵
衛
建
家
不
残
并
建
具
廻
り
一
式
此
度
旦
那
蔵
屋
鋪

ニ
買
請
地
面
其
儘
借
り
請
則
名
代
塩
飽
屋
仁
一
郎
江
申
附
候
処
相

違
無
之
候
間
水
帳
絵
図
浜
地
坪
数
帳
三
ヶ
条
御
法
度
書
之
証
文
等

右
仁
一
郎
名
前
ニ
切
替
可
給
候
尤
先
年
被
願
上
候
通
右
地
面
之
内

道
幅
六
尺
常
安
町
江
抜
路
次
通
路
明
ケ
置
候
儀
名
代
仁
一
郎
よ
り
茂

証
文
指
出
候
趣
致
承
知
候
依
而
如
件

文
化
弐
丑
年
閏
八
月

松
平
政
之
助
内

浅
井
覚
右
衛
門
（
印
）
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庄
村
新
四
郎
町
年
寄

嶋
屋小

兵
衛

殿

②

一
札

一
其
町
内
御
預
ケ
地
ニ
有
之
候
政
之
助
蔵
屋
鋪
壱
ヶ
所
建
家
弐
ヶ

所
此
度
堺
屋
市
兵
衛
方
江
引
当
ニ
指
入
申
ニ
付
名
代
塩
飽
屋
仁

一
郎
江
右
建
屋
不
残
譲
り
渡
申
候
依
之
建
家
質
入
証
文
ニ
致
加

判
給
銀
三
貫
目
相
調
請
取
候
処
実
正
也
然
ル
上
者
限
月
以
後
万

一
返
済
相
滞
候
ハ
ヽ
右
建
家
銀
主
名
前
ニ
切
替
可
被
申
候
右
質

入
ニ
付
如
何
様
之
儀
出
来
候
共
少
茂
懸
難
儀
申
間
鋪
候
為
其
一

札
如
件

文
化
弐
年
丑
九
月

松
平
政
之
助
内

内
田
廣
右
衛
門
（
印
）

新
四
郎
町
年
寄

嶋
屋小

兵
衛

殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
以
上

浅
井
覚
右
衛
門
（
印
）

①
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
閏
八
月
に
生
駒
氏
の
蔵
屋
敷
を
松
平
政
之
助
方
が
取

得
し
た
こ
と
を
、
②
は
同
蔵
屋
敷
を
質
入
れ
し
た
こ
と
を
、
蔵
屋
敷
所
在
地
（
庄
村
新

四
郎
町
）
の
町
年
寄
に
届
け
出
た
書
類
で
あ
る
。「
松
平
政
之
助
」
に
つ
い
て
は
、
現
時

点
で
特
定
で
き
て
い
な
い
が
、「
松
平
」姓
を
も
つ
大
名
ま
た
は
旗
本
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
か
ろ
う
。

①
を
見
る
と
、「
建
家
残
ら
ず
、
な
ら
び
に
建
具
廻
り
一
式
」
を
買
収
し
、
土
地
（
地

面
）
は
「
そ
の
ま
ま
借
り
受
け
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
売
買
の
対
象
と
な
っ

た
の
は
建
物
と
建
具
類
の
「
上
物
」
で
あ
っ
て
、
土
地
は
借
地
の
ま
ま
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
る
に
、
名
代
は
生
駒
時
代
の
淡
路
屋
藤
兵
衛
か
ら
塩
飽
屋
仁
一
郎
に
切
り
替
え

る
、
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
借
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
者
の
名

義
を
書
き
換
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

ろ
う
か
。

後
段
で
は
、
水
帳
絵
図
・
浜
地
坪
数
帳
・
三
ヶ
条
御
法
度
書
の
証
文
等
も
、
淡
路
屋

藤
兵
衛
か
ら
塩
飽
屋
仁
一
郎
の
名
義
に
書
き
換
え
る
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
敷
地
内
に
あ

る
常
安
町
へ
抜
け
る
幅
六
尺
の
道
路
に
つ
い
て
、
確
保
し
て
お
く
べ
き
旨
の
証
文
も
塩

飽
屋
仁
一
郎
名
義
で
提
出
さ
れ
る
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
土
地
所
有
者
に
対
す
る
義
務
の

規
定
で
あ
り
、
こ
の
記
載
か
ら
推
測
す
る
と
、
実
際
に
は
建
物
だ
け
で
は
な
く
土
地
の

所
有
も
含
め
て
売
買
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
名
代
も
切
り
替
え
ら
れ
た
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
②
で
は
同
所
に
あ
る
「
蔵
屋
敷
一
ヶ
所
と
建
家
二
ヶ
所
」
を
堺
屋
市
兵
衛
に

質
入
れ
す
る
に
あ
た
り
、
建
屋
を
残
ら
ず
名
代
の
塩
飽
屋
仁
一
郎
に
譲
渡
し
た
と
書
か

れ
て
い
る
。
①
に
よ
り
、
土
地
は
質
入
れ
の
対
象
に
な
ら
な
い
（
名
目
上
で
は
あ
っ
て

も
）
た
め
、
建
家
部
分
だ
け
が
対
象
と
な
る
。
こ
の
内
容
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
質
入
証

文
の
名
義
は
塩
飽
屋
仁
一
郎
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
そ
の
た
め
の
譲
渡
で
あ
る
）
が
、

返
済
が
滞
っ
た
場
合
の
処
置
に
つ
い
て
藩
の
立
場
で
了
解
す
る
旨
が
書
か
れ
て
い
る
の

で
、
実
質
的
な
質
入
れ
主
は
松
平
政
之
助
家
（
藩
名
が
不
明
の
た
め
こ
の
よ
う
に
表
現

し
て
お
く
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
蔵
屋
敷
建
家
の
質
入
れ
に
関
し
て
、
藩
の
名
前
が
表
に
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出
な
い
た
め
の
措
置
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

蔵
屋
敷
の
売
買
や
質
入
れ
な
ど
の
証
文
で
は
、
名
代
の
名
義
で
書
類
が
作
成
さ
れ
る

必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
は
、
そ
の
場
合
に
、
単
に
「
名
義
上
」
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
、
実
態
の
上
で
も
名
代
の
所
有
物
件
に
し
て
お
く
と
い
う
手
続
き
が
取
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
名
代
が
「
名
義
上
の
所
有
者
」
で
あ
る
こ
と
の
実
質
的
な
意
味
は
、
こ

の
よ
う
な
場
合
に
顕
在
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

蔵
屋
敷
に
関
係
し
た
町
人
に
は
、「
名
代
」
の
ほ
か
「
蔵
元
」（注
三
）や
「
掛
屋
」
が
い

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。「
蔵
元
」
や
「
掛
屋
」
が
、
商
品
（
蔵

物
）
や
現
金
を
取
り
扱
い
、
蔵
屋
敷
の
経
営
や
藩
財
政
の
運
営
に
ま
で
関
係
し
て
い
っ

た
た
め
、
主
に
経
済
史
、
経
営
史
の
視
点
か
ら
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、「
名
代
」に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
深
く
追
求
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
蔵

屋
敷
の
「
所
有
」
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、「
名
代
」
の
検
討
が
重
要
な
課
題
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
名
代
は
、
蔵
元
や
掛
屋
と
は
違
っ
た
意
味
で
蔵
屋
敷
に
深
く
か
か

わ
っ
た
町
人
で
あ
る
か
ら
、
少
な
か
ら
ぬ
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う

し
た
関
心
で
、
あ
ら
た
め
て
史
料
を
見
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

三
．「
借
家
」
と
し
て
の
蔵
屋
敷

延
享
五
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
の
蔵
屋
敷
に
関
す
る
記
載
に
は
、
所
在
場
所
の
後
に

「
借
り
屋
敷
」
と
注
記
し
た
個
所
が
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
赤
穂
藩
・
森
氏
、
加
賀

藩
・
前
田
氏
、
陸
奥
棚
倉
藩
・
越
智
松
平
氏
（
以
上
、
上
中
之
島
町
）、
三
池
藩
・
立
花

氏
（
玉
水
町
）、
秋
田
藩
・
佐
竹
氏
（
布
屋
町
）、
西
条
藩
・
松
平
氏
（
江
戸
堀
四
丁

目
）、
旗
本
・
木
下
氏
（
江
戸
堀
五
丁
目
）、
佐
伯
藩
・
毛
利
氏
、
弘
前
藩
・
津
軽
氏
、

壬
生
藩
・
鳥
居
氏
（
以
上
、
天
満
十
一
丁
目
）、
旗
本
・
戸
田
氏
（
堂
島
源
左
衛
門
町
）、

で
あ
る（
注
四
）。
他
の
大
坂
案
内
記
で
は
、
こ
う
し
た
記
載
を
し
た
も
の
が
な
く
、
な
ぜ

本
書
だ
け
が
こ
う
し
た
記
載
を
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ「
借
り
屋
敷
」

と
書
き
加
え
て
い
る
か
ら
に
は
、
記
載
の
な
い
も
の
と
は
区
別
す
る
意
図
が
あ
る
と
考

え
て
よ
い
。

通
説
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
は
全
て
が
（
名
義
上
は
）
借
家
で

あ
る
。
ま
た
、
前
項
で
見
た
よ
う
に
、
屋
敷
地
は
借
地
（
実
際
に
は
所
有
地
で
あ
っ
て

も
）
で
建
物
は
藩
の
所
有
と
い
う
扱
い
が
現
実
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

と
区
別
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
借
り
屋
敷
」
は
現
代
で
言
う
と
と
こ
ろ
の
文
字

通
り
の
「
借
家
」
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
借
り
屋
敷
」と
さ
れ
た
蔵
屋
敷
で
は
、
と
り
わ
け
共
通
点
が
見
い
だ
せ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
強
い
て
言
え
ば
、
赤
穂
・
加
賀
・
棚
倉
の
三
件
、
お
よ
び
佐
伯
・
弘
前
・
壬

生
・
戸
田
の
四
件
が
近
接
す
る
地
区
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
地
区
の
土
地
お

よ
び
屋
敷
の
所
有
関
係
が
手
掛
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
延
宝
七
年（
一
六
七
九
）版『
難

波
雀
』
の
備
中
・
庭
瀬
藩
蔵
屋
敷
の
記
載
で
あ
る
。
同
書
で
は
、
中
之
島
に
あ
っ
た
庭

瀬
藩
・
戸
川
氏
蔵
屋
敷
の
個
所
に
名
代
の
記
載
は
な
く
、「
上
中
之
島
本
多
中
務
殿
蔵
屋

敷
」
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
と
き
、「
本
多
中
務
」（
政
長
）
は
大
和
郡
山
を
領
地
と
す
る
大
名
で
、
同
書
に

よ
れ
ば
蔵
屋
敷
は
天
満
堀
川
西
側
に
あ
り
、
上
中
之
島
町
の
岡
小
右
衛
門
が
名
代
で
あ

っ
た
。
本
多
氏
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
時
期
に
は
、
上
中
之
島
に
も
蔵
屋
敷
を
持
っ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
の
様
子
を
描
い
た
「
大
坂
三
郷

町
絵
図
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）（注
五
）で
は
、
中
之
島
東
端
に
「
山
崎
虎
介
」（
丸
亀
藩

（
当
時
、
の
ち
備
中
成
羽
）
山
崎
氏
）、
一
つ
の
区
画
は
さ
ん
で
、
三
区
画
目
に
「
本
田

内
記
」（
表
記
の
ま
ま
）
を
記
す
。
ま
た
、
延
宝
四
～
五
年
ご
ろ
の
状
況
を
描
い
た
と
考
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え
ら
れ
る
「
大
坂
中
之
島
図
」（
大
阪
歴
史
博
物
館
蔵
）
で
は
、
東
端
に
「
山
崎
甲
斐
」、

二
区
画
目
に
「
代
官
末
吉
勘
兵
衛
」、
三
区
画
目
に
「
森
伯
耆
守
」、
四
区
画
目
に
東
か

ら
「
本
田
中
務
」「
松
平
加
賀
守
」「
松
平
淡
路
守
」
を
載
せ
る
［
八
木
滋
二
〇
〇
四
］。

本
多
氏
の
屋
敷
の
位
置
に
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
点
は
要
検
討
で
あ
る
が
、
こ
の
地
区

に
本
多
氏
の
蔵
屋
敷
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。

本
多
氏
は
大
和
・
郡
山
か
ら
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
陸
奥
・
福
島
へ
移
さ
れ
、

宇
都
宮
を
経
て
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
旧
領
の
郡
山
へ
復
し
て
い
る
。
前
述
の
ご

と
く
天
満
堀
川
に
も
蔵
屋
敷
を
保
有
し
て
い
た
た
め
、
中
之
島
の
屋
敷
を
廃
し
た
可
能

性
が
あ
る
。
延
宝
七
年
版
『
難
波
雀
』
の
記
載
は
、
山
崎
・
森
・
戸
川
・
前
田
・
松
平

の
順
と
な
っ
て
お
り
、「
大
坂
中
之
島
図
」と
符
合
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
戸
川

氏
の
蔵
屋
敷
は
、
本
多
氏
の
蔵
屋
敷
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
際
、
わ
ざ
わ
ざ
「
上
中
之
島
本
多
中
務
殿
蔵
屋
敷
」
と
記
し
た
の
は
、
戸
川
氏
が

屋
敷
を
買
得
し
た
の
で
は
な
く
、
本
多
氏
の
屋
敷
を
借
り
受
け
て
い
た
か
ら
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
大
坂
中
之
島
図
」
に
は
、
さ
ら
に
、
中
之
島
の
東
か
ら
二
区
画
目
の
町
人
地
に
「
御

借
蔵
」
の
朱
書
が
あ
る
。
こ
れ
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
、
こ
の
限
り
で
は
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
蔵
の
貸
し
借
り
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
興
味
深
い
。

ま
た
、
安
永
六
年
版
『
難
波
丸
綱
目
』
に
は
、
二
ヶ
所
の
「
明
屋
敷
」
の
記
載
が
あ

る
。
一
つ
は
前
項
で
見
た
「
日
出
藩
明
屋
敷
」、
も
う
一
つ
は
「
宇
都
宮
明
屋
敷
」
で
あ

る
。「
宇
都
宮
明
屋
敷
」
は
上
中
之
島
町
の
水
戸
藩
と
加
賀
藩
の
間
に
記
さ
れ
て
い
る
。

記
載
順
は
実
際
の
位
置
関
係
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、「
宇
都
宮
明
屋
敷
」は
加

賀
藩
屋
敷
の
東
隣
、
延
宝
年
間
ま
で
の
本
多
氏
の
屋
敷
地
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

「
宇
都
宮
明
屋
敷
」の
表
記
は
、
宇
都
宮
藩
の
蔵
屋
敷
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
場
所
が
時
代
の
変
遷
に
よ
っ
て
異
な
る
藩
の
蔵
屋

敷
地
と
し
て
変
遷
し
て
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
所
の
特
殊
性
と
し
て
注
目
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
一
項
で
見
た
よ
う
に
、
大
坂
の
蔵
屋
敷
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
を
め
ぐ
る
個
別
の
事

情
に
よ
っ
て
要
不
要
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
転
封
の
可
能
性
が

大
き
な
譜
代
大
名
で
、
あ
る
時
期
だ
け
大
坂
の
蔵
屋
敷
が
必
要
で
、
将
来
的
に
は
ま
た

不
要
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
場
合
に
、
蔵
屋
敷
を
買
得
す
る
の
で
な
く「
借
り
る
」

と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

終
り
に

近
世
の
大
坂
は
、
商
業
都
市
、
流
通
都
市
と
し
て
栄
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

全
国
か
ら
の
産
物
の
流
通
に
お
い
て
、
蔵
屋
敷
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
も
ま

た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
考
え
て
き
た
蔵
屋
敷

の
設
置
と
廃
止
、移
動
と
い
う
問
題
を
さ
ら
に
深
め
て
考
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
中
で
、

こ
れ
ま
で
あ
ま
り
追
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
名
代
の
重
要
性
や
、
蔵
屋
敷
の
土
地
と
建

物
の
所
有
を
め
ぐ
る
問
題
、
さ
ら
に
「
借
家
」
と
し
て
の
蔵
屋
敷
に
つ
い
て
、
い
く
つ

か
の
仮
説
を
提
示
し
た
。

大
坂
と
い
え
ど
も
、
近
世
に
お
い
て
は
幕
藩
制
的
土
地
所
有
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
前
提
で
あ
る
。
し
か
し
、
幕
府
領
の
大
坂
に
あ
っ
た
蔵
屋
敷
が
、
町
人
地
で
あ
っ

た
が
ゆ
え
に
、
土
地
や
建
物
の
売
買
等
に
関
し
て
一
定
の
流
動
性
を
保
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
、
時
代
や
状
況
の
変
化
に
即
応
し

て
機
敏
に
対
応
で
き
る
、
商
業
・
流
通
を
主
体
す
る
都
市
・
大
坂
に
と
っ
て
は
、
都
市

を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
よ
い
条
件
を
与
え
る
側
面
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
提
示
で
き
た
の
は
状
況
の
解
釈
に
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と
ど
ま
る
。
こ
れ
を
一
つ
一
つ
実
証
し
て
ゆ
く
こ
と
が
今
後
の
大
き
く
、
か
つ
重
要
な

課
題
で
あ
る
こ
と
を
宣
し
て
、
筆
を
置
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
注
一
）
中
国
地
方
で
大
坂
蔵
屋
敷
の
な
い
藩
（
十
二
件
）
の
内
訳
は
、
近
国
（
播
磨
・
備
中
）

の
小
藩
が
四
、
支
藩
が
八
で
あ
る
。
四
国
地
方
の
二
件
は
、
多
度
津
藩
と
松
山
新
田

藩
で
、
そ
れ
ぞ
れ
丸
亀
藩
と
松
山
藩
の
支
藩
、
九
州
地
方
の
三
件
の
う
ち
二
件
は
小

倉
新
田
藩
（
小
倉
支
藩
）
と
平
戸
新
田
藩
（
平
戸
支
藩
）
で
あ
る
。
残
る
一
件
は
延

岡
藩
で
あ
る
が
、
藩
主
の
内
藤
氏
は
前
年
に
磐
城
平
か
ら
入
封
し
た
ば
か
り
で
、
こ

の
時
点
で
ま
だ
蔵
屋
敷
の
準
備
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
（
ま
た
は
掲
載
情
報
に
反
映

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
二
）「
三
郷
年
寄
家
筋
書
」［
大
阪
市
参
事
会
編
一
九
一
一
］

（
注
三
）
江
戸
時
代
の
初
期
に
は
武
家
身
分
の
「
蔵
元
」
が
お
り
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
町

人
身
分
の
「
蔵
元
」
が
主
体
と
な
っ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の

問
題
を
追
及
す
る
こ
と
が
課
題
で
は
な
い
の
で
、厳
密
な
使
い
分
け
は
し
て
い
な
い
。

（
注
四
）『
難
波
丸
綱
目
』
に
は
版
の
異
な
る
異
本
が
あ
り
、
初
版
か
ら
の
改
定
で
、
三
池
藩
・

立
花
氏
（
玉
水
町
）「
借
り
屋
敷
」
は
削
除
さ
れ
て
い
る
［
多
治
比
郁
夫
・
日
野
龍
夫

一
九
七
七
］。
し
か
し
、
他
の
個
所
の
改
刻
は
な
く
、
寛
延
版
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま

で
あ
っ
た
。

（
注
五
）
筆
者
は
以
前
に
、
こ
の
絵
図
に
記
載
さ
れ
た
大
名
の
官
名
等
を
検
討
し
て
、
明
暦
年

間
よ
り
新
し
い
情
報
が
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
［
豆
谷
二
〇
〇
四
］。

し
か
し
、
本
図
は
明
暦
元
年
の
水
帳
整
備
に
伴
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
た

め
、
名
称
と
し
て
は
表
記
の
通
り
と
し
て
い
る
。
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A note on the ownership and relocation of Osaka Kurayashiki

MAMETANI Hiroyuki

Osaka Kura Yashiki were warehouse residence complex built by Hans (Fief domains in early modern period) in Osaka. 

Unlike the Daimyo (feudal lord)’s mansion in Edo, they were installed because of the necessity for each Han. So they 

were built, closed, and moved according as the each Han’s reasons. As Hans were not able to own domain in Osaka, the 

Tokugawa Shogun’s territory, they officially borrowed citizen’s houses for using as Kura Yashiki. But in fact, many Hans 

possessed own Kura Yashiki, and sometimes bought or sold them. Such circumstance was the advantage of Osaka’s 

economical development.
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